
上記は､東京海上日動が作成した架空の事故例であり､過去に実際に発生したものではありません｡
＊1 出典：総務省統計局｢家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)｣をもとに東京海上

日動にて作成

【2人以上の勤労者世帯の１世帯あたり】

Lタイプ(１口あたりの支払基礎所得月額10万円)に10口ご加入の場合
脳梗塞で入院､免責期間365日を超え､その後も５年間全く働けず､業務復帰
後も１年間体調が戻らずに以前と同じ時間働くことができなかったため､そ
の間の所得は半分になった｡

計算式：全く働けなかった5年間 (100万円×５年)＋
所得が半分になった1年間(100万円×50%×１年)

病気やケガによる長期の就業障害を
原因とする収入の減少は､公的保障
では十分にカバーできていません｡

障害厚生年金等
(重度障害の認定がされた場合)
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*1 保険金をお支払いしない期間をいいます｡
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収 健康保険の傷病手当金
標準報酬月額の２/３補償

支払基礎所得額
10万円(1口)

～
200万円(20口)

団体長期障害所得補償は､この部分を補償します｡
復職･転職しても､入院･自宅療養の継続や後遺障害によって一定以上の所
得喪失が生じる場合には､所得喪失率に応じて補償いたします｡

支払基礎所得額
10万円(1口)～200万円(20口)

通算１８か月

免責期間365日

保険金
支払開始 ６年間100%

50%

0%

補償！ またはこれらによる での
ケガも補償！(天災危険補償特約)にも！

復職･転職しても､入院･自宅療養の継続や後遺障害によって一定以上
の所得喪失が生じる場合には､所得喪失率に応じて補償いたします｡ メンタルヘルス不調等の の場合にも

保険金をお支払いします｡*1
(認知症･メンタル疾患補償特約)
*1 ただし､アルコール依存､薬物依存等一部の精神障害は補償の対
象となりません｡また､保険金をお支払いする１事故あたりの限
度期間は２年となります｡

新規加入可能！
更新可能！

就業障害*1
発生

※本図は補償のイメージをわかりやすく説明するために簡略化したものです｡なお､ご契約内容によっては､健康保険の傷病手当金と
GLTDのお支払要件が異なることがあります｡

※支払基礎所得額(月額)が平均月間所得額の範囲内となるように､加入口数を設定してください｡
*1 就業障害の定義については､｢お手続きサイト｣に掲載の｢補償の概要等｣をご確認ください｡



保険期間：１年間
てん補期間*1：６年
団体割引：１５％

支払基礎所得額(月額) １０万円 １０万円

認知症･メンタル疾患補償特約
(精神障害補償特約(D))
(てん補期間*1：２年)

〇 〇

治療と仕事の両立支援特約 〇 〇

天災危険補償特約 〇 〇

保険料
(月払)

２０～２４歳 320円 200円

２５～２９歳 350円 280円

３０～３４歳 410円 420円

３５～３９歳 540円 700円

４０～４４歳 920円 1,260円

４５～４９歳 1,580円 2,070円

５０～５４歳 2,700円 3,300円

５５～５９歳 4,730円 4,940円

６０～６４歳 8,300円 7,490円

６５～６９歳(更新のみ) 12,710円 10,110円

※支払基礎所得額は､平均月間所得額*2の範囲内､かつ､加入限度口数以下で設定してください｡平均月間所得額*2を上回っている場合には､その上回る部分について
は保険金をお支払いできませんので､ご注意ください｡
※各タイプにつき､｢金額｣または｢〇｣の記載がある特約はセットしており､｢－｣の記載がある特約はセットしておりません｡
※保険料は保険の対象となる方ご本人の年齢*3や性別によって異なります｡
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は､年齢*3が満１５歳以上満６９歳以下の方に限ります(新規加入の場合は満６４歳以下の方に限ります｡)｡
※年齢によっては､治療と仕事の両立支援特約のセット有無にかかわらず､保険料が同一となる場合があります｡
※｢保険の対象となる方(被保険者)ご本人*4｣としてご加入いただける方は会員ご自身に限ります｡

*1 保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいます｡
*2 直前１２か月における保険の対象となる方(被保険者)ご本人の所得*5の平均月額をいいます｡
*3 団体契約の始期日時点の年齢をいいます｡
*4 ｢保険の対象となる方(被保険者)｣欄にお名前を記載された方をいいます｡
*5 ｢業務に従事することによって得られる給与所得･事業所得･雑所得の総収入金額｣から｢就業障害の発生にかかわらず得られる収入｣および｢就業障害により支出を免

れる金額*6｣を控除したものをいいます｡
*6 事業主の場合は､就業障害になっても支出を免れない経費(従業員給与賃金･地代･家賃･医療機器リース代･諸会費等)は控除額に含みません｡
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団体長期障害所得補償(ＧＬＴＤ)にご加入の場合は､所得補償にもご加入いただく必要があります｡


